
総合型地域スポーツクラブ設置促進等事業費補助金交付要綱 

 

  

第１ 目的 

総合型地域スポーツクラブ設置促進等事業費補助金（以下「補助金」という。）については、地

域の差異に関わらず、等しくスポーツに親しむことができる環境の充実を図ることを目的とし、公

益財団法人北海道スポーツ協会（以下「道スポーツ協会」という。）が行う総合型地域スポーツク

ラブの設置及び質的充実に関する事業に対し、北海道補助金等交付規則（昭和 47 年北海道規則第

34 号）に定めによるほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で交付する。 

 

第２ 補助金の交付の対象 

  補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、道スポーツ協会が行う総合型
地域スポーツクラブの設置及び質的充実に関する事業とする。 

 

第３ 補助対象者 

補助金の交付対象者は、道スポーツ協会とする。 

 

第４ 補助対象経費 

 補助金の対象となる経費は、第２に掲げる事業に要する経費（報酬、給料、職員手当等、共済費、

報償費、旅費、需用費（食糧費は含まない。）、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金、補

助及び交付金、その他知事が必要と認める経費）とする。 

 

第５ 補助率 

  補助率は、10 分の 10 以内とする。 

  

第６ 補助金の交付の申請 

１  補助金の交付の申請に当たっては、道スポーツ協会は、補助金等交付申請書（別記第１号様式）

に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。 

（１）事業計画書（別記第２号様式） 

（２）補助金等交付申請額算出調書（別記第３号様式） 

（３）経費の配分調書（別記第４号様式） 

（４）事業予算書（別記第５号様式） 

（５）資金収支計画書（別記第６号様式） 

（６）電子交付申出書兼メールアドレス確認書（別記第７号様式）（道から補助金の交付を申請し

ようとする者に対して行われる通知等について、電子交付（通知等の内容を記録した電磁的記

録に、電子署名を行い、補助金の交付を申請しようとする者がクラウド上で受領できる交付方

法）を希望する場合に、提出すること。） 

（７）別に指示する様式    

２ 補助金等交付申請書の提出は、次により行うものとする。 

（１）提出期限 別途指示する。 

（２）提出先  北海道環境生活部スポーツ局スポーツ振興課 

３ 道スポーツ協会は、補助金等の交付申請時に当該補助金等に係る消費税等仕入控除税額（補助

対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に



規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年

法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率等を乗じて得た金

額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しな

ければならない。ただし、交付申請時において、当該補助金等に係る消費税等仕入控除税額が明

らかでない場合については、この限りでない。 

  

第７  補助金の交付の決定等 

知事は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは速やかに

交付の決定を行い、補助指令書（別記第８号様式）により、道スポーツ協会に交付の決定の内容及

び交付の条件を通知するものとする。 

 

第８ 申請の取下げ 

 １ 道スポーツ協会は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があると

きは、交付の決定の通知を受けた日から 10 日以内に、補助金等交付申請取下書（別記第９号様

式）を知事に提出し、申請の取下げをすることができる。 

２  １の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかった

ものとみなす。  

 

第９ 補助事業の変更  

 道スポーツ協会は、補助事業の内容の変更をしようとするときは、補助事業等変更承認申請書（別

記第 10 号様式）に第６の１に掲げる書類を添付の上、あらかじめ知事の承認を受けなければなら

ない。ただし、次のいずれかに該当するときはこの限りでない。 

（１）当該変更に伴う補助対象経費の増減額が、変更前の補助対象経費の額の 10 分の１を超えな

い場合であって、補助金の額が増とならないとき。 

（２）補助金の交付の目的の達成及び事業の能率的な遂行に支障を及ぼさない程度の細部の変更と

認められるとき。 

 

第 10 補助事業の中止又は廃止 

道スポーツ協会は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときには、あらかじめ知事に補助

事業等中止（廃止）承認申請書（別記第 11 号様式）を提出し、その承認を受けなければならない。 

  

第 11 補助事業の執行の遅延又は不能 

道スポーツ協会は、補助事業が期限までに完了しないとき又はその遂行が困難となったときは、

速やかに知事に補助事業等執行遅延（不能）報告書（別記第 12 号様式）を提出し、その指示を受

けなければならない。 

 

第 12  補助金の概算払 

道スポーツ協会は、補助金の概算払を受けようとするときには、補助金等概算払申請書（別記第

13 号様式）に、最新の資金収支計画書（別記第６号様式）を添えて、知事に提出しなければならな

い。 

 

第 13  実績報告 

 １ 道スポーツ協会は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、補助



事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から 30日以内又は翌年度の４月 10日のいずれか

早い日までに、補助事業等実績報告書（別記第 15 号様式）に次に掲げる書類を添付して知事に

提出しなければならない。 

（１）事業実績書（別記第２号様式） 

（２）補助金等精算書（別記第 15 号様式） 

（３）事業精算書（別記第 16 号様式） 

（４）別に指示する様式 

 ２ 道スポーツ協会は、補助事業等実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等

仕入控除税額があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告し

なければならない。 

 ３ 道スポーツ協会は、補助事業等実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の確定申告に

よりこの補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、別記第 17 号様式によりその

金額（実績報告において、２により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分

の金額）を速やかに知事に報告するとともに、当該金額を返還しなければならない。 

また、この補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であって

も、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の翌年６月 30 日までに知事に報告すると

ともに、補助金に係る消費税等仕入控除税額の確定後は速やかに知事に報告し、当該金額を返還

しなければならない。 

 

第 14 補助金の額の確定 

知事は、補助事業等実績報告書の提出を受けたときは、当該報告に係る補助事業の実施結果が交

付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを審査し、適合すると認めたとき

は、交付すべき補助金の額を確定し、道スポーツ協会に通知するものとする。 

 

第 15 補助事業に関する帳簿及び書類 

  道スポーツ協会は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、この補助事業に要した経費とそれ以

外の経費とを区別することができるようこれを整理し、かつ、これを補助事業の完了の日の属する

年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

 

第 16 電子メールによる申請等 

道スポーツ協会は、補助金の交付の申請、届出、その他この補助事業に関し道に行う通知につい

ては、当該申請等に係る書類の電磁的記録を次の電子メールアドレスに電子メールを送信する方法

により行うことができる。 

【電子メールアドレス】〈kansei.sports@pref.hokkaido.lg.jp〉  

 

附 則 

   この要綱は、令和７年（2025 年）４月１日から施行する。 

附 則 

   この要綱は、令和８年（2026 年）４月１日から施行する。 



別記第１号様式 

 

 

  年度   補助金等交付申請書 

 

  年  月  日   

 

   北海道知事 様 

 

 

（住  所） 

申請者  公益財団法人北海道スポーツ協会 

 （代表者 職 ・ 氏名） 

   

 

 

 事業名                

 

 

上記の事業に関し補助金等の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 １ 事業の目的及びその概要 

 ２ 事業の着手及び完了の予定期日 

     着 手      年  月  日 

     完 了      年  月  日 

 ３ 補助金等交付申請額   金     円 

 

本件責任者（氏名） TEL 

担当者  （氏名） TEL 



別記第２号様式 

 

 

事 業 計 画 （ 実 績 ） 書                

 

設 立 年 月 日  

申 請 者 の 営 
む 主 な 事 業 

 

補 助 事 業 等 の 
内 容 

 

補 助 事 業 等 の 
実 施 に よ り 見 
込 ま れ る 効 果 
（ 補 助 事 業 等 の 成 果 ） 

 

備 考  

 注 １ 補助事業等の内容は、詳細に記載すること。 

２ 補助金等の交付を受けようとする者が法人以外の団体の場合にあっては、その運営の状況

を「備考」欄に記載すること。 

３ 「補助事業等の実施により見込まれる効果（補助事業等の成果）」欄に、交付申請の場合

は事業実施により見込まれる効果を、実績報告の場合は事業実施により得られた成果を具体

的に記載すること。 



 

別記第３号様式 

 

 

 

補助金等交付申請額算出調書                

区 分 
補助事業等に要する経費 補助対象 

経費 

補助基準 

により 

算出した額 

補助 

基本額 

補 助

率 

補助金等 

交付 

申請額 

備

考 
単価 数量 金額 

 円  円 円 円 円  円  

          

          

          

合 計          

注 １ 「区分」欄には、事務又は事業の名称（必要があるときは、細分された項目等当該補助事

業等において区分すべきこととされている事項）を記載すること。 

２ 「補助事業等に要する経費」欄には、当該補助事業等に係る経費の総額を記載するものと

し、「単価」、「数量」欄が不用のときは斜線で抹消すること。 

３ 「補助対象経費」欄には、当該補助事業等のうち、補助の対象となる部分に係る経費の額

を記載すること。 

４ 「補助基準により算出した額」欄には、補助基準（額）が定められているときはその基準

により算出した額を記載し、補助基準が定められていないときは斜線で抹消すること。 

５ 「補助基本額」欄には、当該補助金等の算出の基礎となるべき額を記載すること。 



別記第４号様式 

 

 

経 費 の 配 分 調 書                

区 分 
 

補助事業等に 
要する経費 

負  担  区  分 備   

    

考 
道 費 補 助 
（ 申 請 ） 額 

自 己 
負 担 額 そ の 他 

 円 円 円 円  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

計      

注 １ 「区分」欄には、経費名又は細分された事業（事務）名を記載すること。 

２ 「負担区分」欄中「その他」の欄には、当該補助事業等に要する経費のうち、道費補助金

（申請額）及び自己負担額以外で支弁する経費（寄附金、道費補助金以外の補助金等）があ

るときは、その額を記載し、かつ、その経費の内容を「備考」欄に記載すること。 

３ 「備考」欄には、必要に応じ積算の基礎その他必要な事項を記載すること。 

４ 「負担区分」欄を「道費補助（申請）額、自己負担額、その他」以外に細分する必要があ

る場合は、適宜欄を追加して使用すること。 



別記第５号様式 

 

 

事   業   予   算   書 

  事業（事務）名         

  収入の部 

科   目 
金   額 備           考 

款 項 目 節 

    円  

      

      

  支出の部 

科   目 
金   額 備           考 

款 項 目 節 

    円  

      

      

      

  上記のとおり議決されていることを証明します。 

        年  月  日 

 

公益財団法人北海道スポーツ協会 

（代表者職・氏名）   

 

 

注 １ この様式には、当該補助事業等に係る予算のみを記載すること。 

２ 当該補助事業等に係る予算が議決されていない場合は、この様式中「上記のとおり議決を

されていることを証明します。」を「上記のとおり予算案を提出することを確約します。」

に改めて使用すること。 

３ 「科目」欄の区分は、標準を示したものであるので補助事業者等における通常の予算区分

がこれと異なるときは、その区分に従い記載して差し支えない。 

４ 「備考」欄には、必要に応じ、算出基礎その他必要な事項を記載すること。 



別記第６号様式 

 

資 金 収 支 計 画 書                

（単位 千円）  

区分 

月 

 

科目 

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ ４ 計 備  考 

収 
 

入 

               

 

               

               

               

計               

支 
 

出 

               

 

               

               

               

計               

収支 
差額 

当 月 分               
 

累 計               

注 １ この計画書は、補助事業等に係る月別収支計画について作成すること。 

２ 当該補助事業等の実施のために借り入れた金額がある場合は、「科目」欄に「借入金」と

記載し、かつ、借り入れた月に当該借入金の額を表示すること。 



別記第７号様式 

電子交付申出書兼メールアドレス確認書 

 

 電子交付サービスを利用して道からの通知について電子により交付を受けたいので申し出ます。 

通知の受取に使用するメールアドレスは、次のとおりです。 

 

１ 対象文書 

 

 

２ 受取担当者 

所 属  

役 職  

氏 名  

メ ー ル ア ド レ ス  

 

 北海道知事 様 

 

     年  月  日 

 

住    所  

法  人  名  

代 表 者 氏 名  

担当者氏名・連絡先  

 

※この様式は、申請等の際に、道の担当者まで提出してください。 

※「noreply@gmosign.com」の差出人名から、メールが届きます。 



別記第８号様式 

 







 

別記第９号様式 

年度 補助金等交付申請取下書  
 

               

  年  月  日   

 

   北海道知事     様 

 

 

（住  所） 

補助事業者等  公益財団法人北海道スポーツ協会 

 （代表者 職 ・ 氏名） 

   

  

 

   事業名                

 

 

上記の事業に関して、    年  月  日付け（記号）第  号指令で補助金等の交付の決定を受

けましたが、次の理由によりその交付申請を取り下げます。 

 

 （取下げの理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 １ この様式は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件に不服がある場合において、

当該交付申請を取り下げるときに使用すること。 

２ この様式には、取下げの理由の参考となる事項を記載した書類を添付すること。 

本件責任者（氏名） TEL 

担当者  （氏名） TEL 



別記第10号様式 

 

 

年度 補助事業等変更承認申請書 

  年  月  日   

 

   北海道知事     様 

 

 

（住  所） 

補助事業者等  公益財団法人北海道スポーツ協会 

 （代表者 職 ・ 氏名） 

   
  

    

 

   事業名                 

 

    年  月  日付け（記号）第  号指令で補助金等の交付の決定を受けた上記の事業につい

て、その計画を次の理由により変更したいので関係書類を添えて申請します。 

 １ 補助金等交付決定額     金          円 

 ２ 変更後の補助金等申請額   金          円 

 ３ 変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 １ この様式は、補助事業等の内容の変更、補助事業等に要する経費の配分の変更等の承認申請の場

合に使用すること。 

２ 「    年  月  日付け（記号）第  号指令」については、当初の交付決定の年月日、

番号を記載すること。 

３ この様式に添付する関係書類は、交付申請の際の関係書類の様式によるものとし、変更後の計画

（変更されない部分を含む。）を上段に、変更前の計画を下段に括弧書きで記載して、変更前と変

更後の内容を対比できるように作成すること。 

なお、記載事項に変更がない関係書類については、添付を省略し、その旨を付記することとして

差し支えないものとする。 

本件責任者（氏名） TEL 

担当者  （氏名） TEL 



別記第11号様式 

 
年度 補助事業等中止（廃止）承認申請書 

 

  年  月  日   

 

   北海道知事     様 

 

 

（住  所） 

補助事業者等  公益財団法人北海道スポーツ協会 

 （代表者 職 ・ 氏名） 

   

  

  

 

   事業名              

 

 

    年  月  日付け（記号）第  号指令で補助金等の交付の決定を受けた上記の事業につい

て、次の理由によりその執行を中止（廃止）したいので申請します。 

 

 （中止又は廃止の理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 １ この様式は、補助金等の交付の決定を受けた事業又は事務を中止し、又は廃止しようとする場合

に使用すること。 

２ 「    年  月  日付け（記号）第  号指令」については、当初の交付決定の年月日、

番号を記載すること。 

３ この様式には、申請時点における当該補助事業等の進捗状況（廃止の場合を除く。）その他必要

と認められる事項を記載した書類を添付すること。 

本件責任者（氏名） TEL 

担当者  （氏名） TEL 



別記第12号様式 

 
年度 補助事業等執行遅延（不能）報告書 

 

 

  年  月  日   

 

   北海道知事     様 

 

 

（住  所） 

補助事業者等  公益財団法人北海道スポーツ協会 

 （代表者 職 ・ 氏名） 

   

  

 

   事業名                

 

 

    年  月  日付け（記号）第  号指令で補助金等の交付の決定を受けた上記の事業につい

て、次の理由により予定の期間内に完了する見込みがない（その遂行が困難となった）ので報告しますか

ら指示をお願いします。 

 

 （遅延又は遂行困難の理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 １ この様式は、補助金等の交付の決定を受けた事業の執行が遅延し、又は困難となった場合に使用

すること。 

２ 「    年  月  日付け（記号）第  号指令」については、当初の交付決定の年月日、

番号を記載すること。 

３ この様式には、報告時点における当該補助事業等の進捗状況その他必要と認められる事項を記載

した書類を添付すること。 

本件責任者（氏名） TEL 

担当者  （氏名） TEL 



別記第13号様式 

補 助 金 等 概 算 払 申 請 書                

 

  年  月  日   

 

   北海道知事     様 

 

（住  所） 

補助事業者等  公益財団法人北海道スポーツ協会 

 （代表者 職 ・ 氏名） 

   
   

   事業名                

 

    年  月  日付け（記号）第  号指令で交付の決定を受けた上記の事業に係る補助金等に

ついて、概算払を受けたいので申請します。 

記 

 １ 補助金等交付決定額     金       円 

 ２ 既に概算払を受けた額    金       円 

３ 今回概算払申請額      金       円 

４ 申請の理由 

 ５ 今後の概算払の申請予定 

概算払の申請予定時期 月 月 月 合 計 

概 算 払 の 申 請 予 定 額 円 円 円 円 

  

６ 口座振替払の振込先銀行等の名称及び口座番号 

振込先銀行等の名称 支 店 名 口 座 番 号 

  
普通 

当座 

 

 

 

 

注 １ 「    年  月  日付け（記号）第  号指令」については、当初の交付決定の年月日、

番号を記載すること。 

３ 「６ 口座振替払の振込先銀行等の名称及び口座番号」欄については、口座振替払を希望する場

合に記載すること。 

本件責任者（氏名） TEL 

担当者  （氏名） TEL 



別記第14号様式 

 

補 助 事 業 等 実 績 報 告 書                
 

  年  月  日   

 

   北海道知事     様 

 

 

（住  所） 

補助事業者等  公益財団法人北海道スポーツ協会 

（代表者 職・氏名） 
  

    

  

   事業名                

 

 

    年  月  日付け（記号）第  号指令で補助金等の交付の決定を受けた上記の事業は、 

   年  月  日完了したので、関係書類を添えて報告します。 

 

  口座振替払の振込先銀行等の名称及び口座番号 

振込先銀行等の名称 口 座 番 号 

 
普通 

当座 

 

 

 

 

 

 

 

注 １ 「    年  月  日付け（記号）第  号指令」については、当初の交付決定の年月日、

番号を記載すること。 

２ 「口座振替払の振込先銀行等の名称及び口座番号」欄については、「口座振替払を希望する場合

に記載すること。 

本件責任者（氏名） TEL 

担当者  （氏名） TEL 



別記第15号様式 

 

 

補 助 金 等 精 算 書                

区 

分 

計 画 実 施 

補 
 

助 
 

率 

補助金等
の交付の
決定 補 助

金 等

精 算

額 

補 助

金 等

領 収

済額 

補 助 金

等 精 算

額 に 対

す る 領

収 未 済

額 
 
（ Ｌ －

Ｍ） 

補助事業等に 
係る経費の債 
務確定額 不 用

額 
 
 
（ Ｋ

－

Ｌ） 

備考 

補 助

事 業

等 に

要 す

る 経

費 

補 助

対 象

経費 

補 助

基 準

に よ

り 算

出 し

た額 

補 助

基 本

額 

補 助

事 業

等 に

要 し

た 経

費 

補 助

対 象

経費 

補 助

基 準

に よ

り 算

出 し

た額 

補 助

基 本

額 
年 月

日 番

号 

金 
 

額 

支 払

済額 

支 払

未 済

額 
計 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ 

 円 円 円 円 円 円 円 円   円 円 円 円 円 円 円 円  

                    

                    

                    

                    

合
計 

                   

注 １ 「区分」欄には、事務又は事業の名称（必要があるときは、細分された項目等当該補助事業等に

おいて区分すべきこととされている事項）を記載すること。 

２ 「計画」欄には、申請の際の額（変更の承認（達による変更を含む。）があったときは、変更後

の額）を記載すること。 

３ 「補助金等の交付の決定」欄中「年月日番号」欄には当初の交付決定の年月日、番号を記載し、

「金額」欄には交付決定額（変更（達による変更を含む。）があったときは、変更後の額）を記載

すること。 

４ 「補助金等精算額」欄には、実施に係る補助基本額(Ｈ)に補助率(Ｉ)を乗じて得た額を記載するこ

と。ただし、補助金等の算出が他の方法によっている場合は、その方法により算出した額を記載し、

かつ、「備考」欄にその算出方法を明記すること。 



別記第16号様式 

 

事 業 精 算 書                

事業（事務）名         

 収入の部 

科 目 
予 算 額 

精 算 額 
内 訳 

備 考 
当 初 更正後の額 収入済額 収入未済額 

 円 円 円 円 円  

       

       

       

計 円 円 円 円 円  

 

支出の部 

科 目 
予 算 額 

精 算 額 
内 訳 

不要額 備 考 
当 初 更正後の額 支出済額 支出未済額 

 円 円 円 円 円 円  

        

        

        

計 円 円 円 円 円 円  

 

上記のとおり精算したことを証明します。 

        年  月  日 

公益財団法人北海道スポーツ協会 

（代表者職・氏名）      

注 １ この様式には、当該補助事業等に要した経費のみを記載すること。 

２ 「科目」欄の区分は標準を示したものであり、補助金等の交付を受けた者における通常の予算及び

決算の区分がこれと異なるときは、それぞれ補助事業者等の区分に従い記載して差し支えないこと。 

３ 「予算額」欄中「更正後の額」欄には、補助事業者等の議決機関等における最終の更正後の額（予

算の流用による更正後の額を含む。）を記載すること。 

４ 「収入未済額」及び「支出未済額」欄には、債権又は債務が確定している額を記載し、かつ、債務

者又は債権者の住所氏名を「備考」欄に記載すること。 

５ 「不用額」欄には、「更正後の額」（更正していない場合は、「当初」）欄に記載した額から「精

算額」欄に記載した額を控除した額を記載すること。 



別記第17号様式 

 

                                                                        第      号 

                                                              年  月  日 

 

 北海道知事       様 

 

                                   （住  所） 

補助事業者等  公益財団法人北海道スポーツ協会 

 （代表者 職・氏名） 
  

    
補助金に係る消費税等仕入控除税額について 

 平成  年  月  日付け（記号）第  号指令で補助金の交付決定を受けた     事業について、同指令条件

第  項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

記 

１ 補助金の確定額                                   金       円 

２ 補助金の確定時における消費税等仕入控除税額           金       円 

３ 消費税及び地方消費税の確定申告に伴う補助金 

  に係る消費税等仕入控除税額                   金       円 

４ 要補助金返還相当額（３－２）                        金       円 

  (注) 記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。 

  ・消費税確定申告書の写し（税務署受付済みのもの） 

  ・消費税確定申告書付表２｢課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し 

  ・３の金額の内訳を記載した書面（別記第17号様式別紙） 

    ・補助事業者等が消費税法第60条第4項に定める法人等である場合、同項に規定する特定収入割合が5パーセント以

下であることを確認できる資料 

５ 当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかにならない場合、その状況を記載 

     〔                                   〕 

 (注) 消費税及び地方消費税の確定申告が完了していない場合にあっては、申告予定時期も記載すること。 

６ 当該補助金に係る消費税等仕入控除税額がない場合、その理由を記載 

     〔                                   〕 

  (注) 記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。 

   ・免税事業者の場合は、補助事業実施年度の前々年度に係る法人税確定申告書の写し（税務署受付済みのもの）及

び損益計算書等、売上高を確認できる資料 

   ・簡易課税制度の適用を受ける事業者の場合は、補助事業実施年度における消費税確定申告書（簡易課税用）の写

し（税務署受付済みのもの）    

   ・２割特例の適用を受ける事業者の場合は、補助事業実施年度における「税額控除に係る経過措置の適用（２割特例）」

を選択した消費税確定申告書の写し（税務署受付済みのもの） 

   ・補助事業者等が消費税法第60 条第 4 項に定める法人等である場合、同項に規定する特定収入割合が５パーセン

トを超えることを確認できる資料 

 

 

 

 

 
本件責任者（氏名） TEL 

担当者  （氏名） TEL 



別記第 17号様式別紙 

補助金に係る消費税等仕入控除税額の内訳 

                                                 補助事業者等 
 

 

 

 

 

課税売上割合 95％以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別対応方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

一括比例配分方式 

 

 

 

 

 

課税売上割合 

 

 

     ％ 

 

 

 

 
 

 

区 分 

 

 

補助対象 

経  費 

① 

①の内訳 ②のうち 

消費税等 

相当額③ 

③の内訳 仕入控除 

税  額 

⑥ 

補助率等 

 

⑧ 

補助金に係る消

費税等仕入控除

税額⑦×⑧ 
課税対象 

② 

非課税 

 

課税売上 

対応 ④ 

共通売上 

対応 ⑤ 

非課税 

売上対応 

 

 

    円 

 

    円 

 

    円 

 

    円 

 

    円 

 

    円 

 

    円 

 

    円 

 

   ％ 

 

     円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 

 

 

 

          ⑦ 

 

  

注１ 「③の内訳」欄については、課税売上割合が 95％未満の事業者で個別対応方式を採用している場合のみ記載すること。 
 ２ 「仕入控除税額」欄の算出は、次のとおりとする。 
  (1) 課税売上髙が５億円以下、かつ課税売上割合が 95％以上の事業者の場合・・・③＝⑥ 
  (2) 課税売上高が５億円超え、又は課税売上割合が 95％未満の事業者で個別対応方式を採用している場合・・・④＋［⑤×（課税売上割合）］ 
  (3) 課税売上高が５億円超え、又は課税売上割合が 95％未満の事業者で一括比例配分方式を採用している場合・・・③×（課税売上割合） 

 



 


